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《別紙２》【雇用保険受給資格者証の見方】 
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19.の基本手当日額が 

60歳未満  の方は 3,612円以上 

60歳以上※１の方は 5,000円以上 

の場合、失業給付受給期間中は、 

扶養からはずす申請が必要 

●給付制限期間がある場合 

退職日の翌日から給付制限期間終了日(例の場合は 

５年８月１４日)までは健保の審査で認定されると扶養

に入ることができます。 

●給付制限期間がない場合 

給付制限なしの場合は、扶養できる期間がわずかな

場合がありますので、健康保険組合までご連絡くだ

さい。 

●支給開始日（給付制限期間終了日の翌日） 

この印字がされ、基本手当日額が超えている場合は、速やかに扶養から

はずす申請をしてください。 

この日（例の場合は５年８月１５日）からダイキン健保の資格で医療機関

等の受診ができなくなります。 

支給開始日=扶養終了日です。 

●支給終了の印字が入ると、扶養申請が開始できます。 

  注意①：支給終了日の翌日(例：１１月１３日)から１か月以内に扶養申請さ

れた場合は、１１月１３日までさかのぼって認定します。１か月経過

後の申請は、健保で認定を決めた日となります。 

注意②：認定日以前の医療費はダイキン健保ではお支払いできません。 

注意③：被扶養者認定には扶養認定要件を全て満たしていることが必要

です。 
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